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一般社団法人 白石市医師会

会長小松和久 様

白石市長 山田 裕

令和 3年度保健事業等に係るご協力について（依頼）

五 頃から、本市の保健事業等の実施に当たりご指導ご協力を賜り 、厚く御礼申

し上げます。

さて、令和 3年度の保健事業等について、新規事業及び変更がある事業並びに

昨年度に引き続き実施する事業につきましては下記のとおりとなりますので、

今後ともご指導ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

記

【新規事業】

1．尿中塩分摂取量検査について

本市は高血圧患者が多いことから、高血圧患者の心血管疾患等の早期発見の

ため、前年度の健診結果を基に抽出した検査対象者に対して、新たに尿中塩分

摂取量検査を実施し、個人の減塩活動の支援を行います。

2. 産婦健康診査事業

育児の初期段階における母子に対する支援を強化し、妊娠期から子育て期に

渡る切れ目のない支援体制の充実を図ることを目的とし、分娩に起因 し又は分

娩後に併発した異常の早期発見と、虐待予防に向けた精神的な健康の確保を図

るため、主に分娩施設を有する病院 ・診療所において産婦健康診査を実施します。

1回あたり 5,000円を限度に委託し、委託先以外での受診について も、1人に

つき 2回を限度としています。

【変更がある事業】

1．後期高齢者医療保険の保健事業について

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施において、糖尿病性腎症重症化予

防事業の取 り組みが「ハイリスクアプローチ」の項目に位置付け られています。

このこと から、クレアチニン検査の必要性が高まっており、令和 3年度は後期



る

高齢者の全受診者を検査対象とします。

2. 定期予防接種について

①日本脳炎

毎月 9歳の誕生日を迎える月の月末に、勧奨通知（委託書、予診票）を郵送し

ていましたが、令和 3年度はワクチン供給の都合により見送ることとし、次年度

／ に送付することになりました。令和 4年度には 9歳と 10歳の児童に勧奨通知

を送付予定です。

②子宮頸がんワクチン (HPV)

令和 2年 10月 9日付け厚生労働省健康局長通知により、「引き続き積極的な

勧奨は差し控えるものの、定期接種を中止するものではないため、個別通知によ

り情報提供を行う」こととされたため、令和 2年度は高校 1年生相当者に通知を

送りました。令和 3年度は、中学 1年生から高校 1年生相当者あて送付する予定

です。

【これまでと同様に実施する事業】

1.在宅医療 ・介護運携の推進について

在宅医療 ・介護連携推進事業については、平成 28年度から医師会、歯科医師

会、薬剤師会、病院、福祉団体等の代表者により協議 ・検討を進め、令和元年度

は、在宅医療・介護連携に関する相談支援のための総合相談窓口の設置について

検討を行っております。

しかし、令和 2年度は新型コロナウイルスの影響により、集合による会議が実

施できず、 十分な検討を行うことができませんでした。なお、今年度も新型コロ

ナウイルスの感染状況が続いていることから、その状況を見極めつつ、医療 ・介

護関係者の研修や情報共有を深める等の各種事業を行い、 在宅医療 ・介護連携を

さらに進めていきたいと考えております。

2. 医療費助成について

子ども医療費助成、心身障害者医療費助成、母子父子家庭医療費助成について

は、今年度も昨年度と同様に実施します。

3. 任意の予防接種事業について

子どもインフルエンザ予防接種費用助成は、昨年度、新型コロナウイルス感染

症との同時流行を避けることで、医師の皆様の負担を軽減することを目的とし

て、これまで中学 3年生のみを対象としていたものを、生後 6か月から 中学 3年



生までに拡大して実施しました。この事業は、今年度も同様に実施いたします。

また、定期接種の対象とならない方への高齢者肺炎球菌ワクチン、妊娠を希望

されている方等への風しんワクチンの接種費用の一部を助成する事業を引き続

き実施し、感染や重症化を予防します。

4. 風しん追加的対策について

平成 31年 2月 1日に予防接種法施行令の一部を改正する政令が施行された

ことに伴い、 41歳から 58歳までの男性について、風しんの追加的対策とし

て、抗体検査 ・予防接種のクーポン券を発行し、各医療機関または、特定健診な

どの機会に実施しています。今年度は最終年度ですが、抗体検査の実施率があま

り伸びていない状況にあり 、勧奨を行う予定ですので、引き続きご協力をお願い

いたします。

5. 子宮頸がん検診について

子宮頸がん検診については、本年度も検診車検診（集団検診）と医療機関によ

る個別検診を実施します。

より多くの方に安心して受診いただけるように、実施医療機関と綿密なご相

談させていただきながら実施します。

6. がん検診の総合支援事業について

がん検診の総合支援事業として実施しております無料ク ーポン券は、乳がん

が41歳、子宮頸がんが 21歳となる方に配布します。

また、各検診で精密検査の該当となった方で、未検の方への勧奨に努めて参り

ます。

7. 大腸がん検診と胃がん検診について

平成 29年度から大腸がん検診と胃がん検診を同日に実施しております。受

診方法の変更に伴い精密検査についても地元医療機関と対がん協会検診センタ

ーでの選択方式にいたしましたが、精密検査受診については、かかりつけ医での

受診希望者も多く、各医療機関におかれましては引き続きご協力をお願いいた

します。

なお、総合検診と胃がん健診につきましては、昨年度、新型コロナウイルスの

感染拡大防止として、密を防ぐため会場をホワイトキュープに移して実施して

おります。今年度も対策が必要であることから、引き続きホワイトキューブで実

施いたします。
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8. 医療用ウィッグ購入費用助成事業について

平成 31年度から、がん患者のための「医療用ウィッグ購入費助成事業」を実

施しています。この事業は、抗がん剤治療に伴う副作用で脱毛に悩む患者が使う

医療用ウィッグ（かつら）の購入費用の一部を助成することで、患者のがん治療

と社会参加の両立を支援します。 （上限 2万円）

9．造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用補助金について

骨髄移植、小児がんなどの治療のために造血幹細胞移植を受け、予防接種によ

って得た免疫が低下又は消失した20歳末満の方が、再度予防接種を受ける場合

の費用を助成する事業は、令和 2年度から事業化いたしました。今年度も引き続

き実施し、感染症の予防と経済的負担の軽減を図ります。

10.仙南地域医療対策委員会における生活習慣病対策の取組について

生活習慣病対策として、特定健康診査等検診結果が「要医療者」となった者の

重症化予防を 目的に、医療機関での受診確認事業に取り組んでいます。要医療者

が受診した際、各医療機関から FAXでの回答をいただくことで未受診者を把

握することができ、訪問や通知などで再受診勧奨に繋ぐことができております

ので、今後とも引き続きご協力をお願いいたします。

また、医療機関を受診された住民で、保健指導や栄養指導を必要とし、患者自

身も指導を受けることを希望される場合には、健康推進課で保健指導や栄養指

導を実施するための体制を整えておりますので、ご活用願います。

11．糖尿病性腎症重症化予防プログラムについて

昨年度、先生方にご協力いただき、改訂計画を策定いたしました。今年度か

ら新しい改訂計画に沿った取り組みを実施していきます。引き続き先生方のご

協力をお願いします。

12.国民健康保険の保健事業について

特定健康診査及び若年層 (19歳から 39歳まで）の基本健康診査（集団健診

のみ）を実施しておりますが、宮城県のメタボ率は、全国でワースト 3位となっ

ております。

各健康診査の受診率が低いことから、積極的に啓蒙活動に努め、複数年受診し

ていない方には個別に受診勧奨通知等の発送を予定しております。

なお、医療機関に通院している方の中で、特定健診対象者となっている方が

いる場合には、医療機関で行う検査の一部を特定健診として実施していただ＜

こと ができますので、積極的な活用をお願いいたします。



さらに、 受診率向上対策として、昨年度に引き続きイ ンセンティプ事業を実

施します

13. 尿中アルブミン検査について

本市では、平成 20年度の特定健康診査開始時から血清クレアチニン検査を

独自に行い、糖尿病性腎症重症化予防対策と して行ってきました。更に令和 2

年度からは、前年度の健診結果を基に抽出した検査対象者に対し、微量アルプ

ミン尿検査を実施し、新規透析導入者の減少に努めて参ります。

14. 母子保健事業について

母子保健事業については、例年と同様に実施します。

乳幼児健康診査については、小児科の 3人の先生方に、前年度と同様にお引き

受けいただきました。それぞれ毎月 1回。診察にかかる時間は、 90分程度。

対象人数は年々減ってはいますが、 1回あた り10人～ 25人程度です。

15. こころの相談指導医について

月 1回、市民のこころの問題への早期対応等を目的に実施 している「こころの

相談」 の相談指導医は、今年度から県立精神医療センターの中村元昭先生となり

ました。

ふ？基本健診•特定健診・後期高齢者健診の実施時期について/--――_―-咋
基本健診 • 特定健診 ・ 後期高齢者健診の実施時期につきまして、今年度も 8 月

からの実施を予定しておりますが、新型コロナウイルスの感染拡大やワクチン

接種の影響を考慮し、昨年度に引き続き実施期間を 12月末まで（例年は 11月

末まで）に延長したいと考えております。皆様のご理解・ご協力をお願いいたし

ます。

0実施期間（案） ：令和 3年 8月 18日（水） ～ 1 2月 31日 （金）

/------- -—- ----' 

0問い合わせ先

白石市保健福祉部健康推進課

Tel:( 

E-mail:' 

Fax:( 




